
 

【令和 4年度】            

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う生活福祉資金特例貸付 

償還（返済）開始のご案内について 

 

社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会 

償還事務処理センター 

 

 

「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う生活福祉資金特例貸付」の償還（返済）開

始にあたって、以下のとおりご連絡いたします。 

必ず、内容をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

（ご案内の内容） 
 

１．償還開始のお知らせについて（☛ P.2） 

２．償還（返済）方法について（☛ P.4） 

  ― 「口座振替」「払込取扱票」による償還（返済）方法 

  ― 預金口座振替依頼書における留意点 

  ― 払込取扱票における留意点 

３．住所、氏名に変更がある場合について（☛ P.7） 

４．市町村社会福祉協議会のご案内・連絡先一覧（☛ P.8） 

５．自立相談支援機関のご案内・連絡先一覧（☛ P.10） 

６．留意事項（☛ P.12） 

７．預金口座振替依頼書の返送（提出）期限日（☛ P.12） 

８．お問い合わせ先（☛ P.12） 

 

同封資料 

○償還開始のお知らせ（A4 判） ※資金種類ごとに同封しています。 

○償還開始のご案内（本冊子） 

○償還免除のご案内（A3 判・2つ折り） 

○預金口座振替依頼書（自動払込利用申込書） ※記入例と 3枚複写になっています。 

○返信用封筒（受取人払い） 

※償還事務処理センター宛になり、預金口座振替依頼書を送付する際に使用してくだ 

さい。受取人払いにしていますので、切手貼付不要です。 
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【令和 4年度】            

１．償還開始のお知らせについて 

 

 「償還開始のお知らせ」（A4 判）を同封しております。（P.3 に例があります） 

※資金種類ごとに同封していますので、複数枚の場合もあります。 

 各項目についての説明は、以下のとおりですので、ご確認ください。 

 

項目名 説明 

資 金 名 称 資金種類の名称 

貸 付 額 決定した貸付金額 

償 還 済 額 既に償還（返済）している金額 

償 還 残 額 貸付額から償還済額を引いた金額 

据 置 期 間 支払いを猶予する期間 

償 還 期 間 償還（返済）の期間 

償 還 金 額 月賦期間中の毎月の償還（返済）金額 

償 還 回 数 償還（返済）の回数 

資 金 コ ー ド 資金種類の符号 

貸 付 コ ー ド 貸付番号 

 

償還（返済）は、令和５年１月２６日から開始されます。 

「２．償還（返済）方法について」（P.4～）において、償還（返済）方法を記載して

おりますので、ご確認ください。 

なお、口座振替の場合は、毎月２７日に登録された口座から引き落としに

なります。つきましては、令和５年１月２７日が、最初の引き落とし日になり

ます。（以降、毎月２７日に引き落としいたします。） 

また、払込取扱票の場合は、コンビニエンスストアにて、 

令和５年１月２６日から令和５年２月２５日までに 

払込みしていただくことになります。（以降、毎月２６日から翌月２５

日までが払込み期間になります。） 

詳細については、以降のページをご確認ください。 
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「償還開始のお知らせ」（A4 判）例 

- 3 -



 

【令和 4年度】            

２．償還（返済）方法について 

 

 償還（返済）方法は、「口座振替」と「払込取扱票」による償還（返済）の２つの方法

があります。詳細については、以下のとおりです。 
 

償還（返済） 

方法 
口座振替 払込取扱票 

内 容 

借受人が指定する金融機関の口

座から、毎月２７日に自動引き

落としにより償還（返済） 

コンビニエンスストアにて、払

込取扱票により償還（返済） 

 

手数料 無料（本会負担） 有料（借受人負担・一部本会）

手続き 

同封している「預金口座振替依

頼書（自動払込利用申込書）」に

記入し、金融機関へのお届け印

を押印のうえ、同封している返

信用封筒にて送付ください。 
 

提出期限 

令和 4 年 11 月 14 日（月）

「預金口座振替依頼書（自動払

込利用申込書）」の申込みがない

借受人へは、払込取扱票を毎月

26 日までに送付いたします。 
 

 最初の送付は、令和 5 年 1 月

26 日までに届くよう、送付予定

です。 

最初の償還 

（返済） 
令和 5年 1月 27 日 令和 5年 1月 26 日～2月 25 日

償還（返済）日 毎月２７日 毎月 26 日～翌月 25 日までの間

備 考 

※提出期限までに「預金口座振

替依頼書（自動払込利用申込

書）」が届かなかった場合や不

備があった場合、手続きが間

に合わず、初回の償還（返済）

については、払込取扱票での

対応になる場合があり、その

際の手数料は、借受人負担と

なります。ご留意ください。

※不備等により口座振替の手続

きができなかった場合は、ご

連絡いたします。 

※コンビニエンスストアは、セ

ブンイレブン、ファミリーマ

ート、ローソン、ミニストッ

プ、デイリーヤマザキ、ヤマ

ザキデイリーストア、セイコ

ーマート、ポプラ、スリーエ

フ、MMK 設置店になります。 

※払込取扱票による償還（返済）

の場合、手数料は本人負担と

なります。コンビニエンスス

トアによって手数料は異なり

ます。（P.6 参照） 
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償還（返済）方法について、口座振替の場合は手数料が無料（本会負担）ですので、で

きる限り、口座振替の手続きをご検討いただきますよう、お願いいたします。 

 

「預金口座振替依頼書（自動払込利用申込書）」における留意点 

 

①１枚目の記入例のみを切り離してください。残りは３枚複写（金融機関用、委託 

者様用、お客様用）となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②記入例を見ながら、３枚複写の一番上 

（金融機関用）の太枠内を記入してください。 

 

③必ず、記載した金融機関へのお届け印を３枚複写 

（金融機関用、委託者用、お客様用）の指定された 

場所に、それぞれ押印してください。 

 

④３枚複写の３枚目（お客様用） 

を切り離し、１枚目（金融機関用） 

と２枚目（委託者様用）を返信用封筒 

（償還事務処理センター宛の封筒 

※切手貼付は不要）を使用し、 

令和４年１１月１４日までに届くよう、 

送付（返送）してください。 

 

必ず、記入・押印した３枚複写の１枚目（金融 

機関用）と２枚目（委託者様用）を封筒に入れ 

てください。３枚目（お客様用）は控として保管 

してください。 

 

預金口座振替依頼書

自動振込利用申込書

 

記入例 

 

預金口座振替依頼書 

自動振込利用申込書 

 

記入例 

＋ 

３枚複写 

のセット 

 

預金口座振替依頼書

自動振込利用申込書

 

3 枚複写 

（金融機関用）緑色

（委託者様用）青色

（お客様用） 黒色

岡
山
県
社
会
福
祉
協
議
会 

償
還
事
務
処
理
セ
ン
タ
ー
宛 

 

※
切
手
貼
付
不
要 

 

預金口座振替依頼書

自動振込利用申込書

 

（金融機関用）緑色 

（委託者様用）青色 

の 2 枚 
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「払込取扱票」における留意点 

 

払込取扱票（ハガキタイプ）によって償還（返済）される方は、期日までに払込取扱

票で、お近くのコンビニエンスストア※にてお支払いください。 

※支払い可能なコンビニエンスストアは、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソ

ン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストア、セイコーマート、ポ

プラ、スリーエフ、MMK 設置店になります。 

 

 

 払込取扱票での償還（返済）の場合、手数料は本人負担となります。 

 口座振替での償還（返済）の場合、手数料は無料ですので、口座振替の

登録をお勧めいたします。 

 

コンビニエンスストアによる払込手数料 

店名 
1 万円未満 

払込手数料 

1 万円以上 

5 万円未満 

振込手数料 

5 万円以上 

払込手数料 

セブンイレブン 110 円 220 円 440 円 

ファミリーマート 

ローソン、ミニストップ 

デイリーヤマザキ 

ヤマザキデイリーストア 

セイコーマート、ポプラ 

スリーエフ、MMK 設置店 

110 円 220 円 550 円 
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３．住所、氏名に変更がある場合について 

 

住所、もしくは氏名の変更があった場合は、緊急小口資

金等の特例貸付の岡山県社会福祉協議会 償還事務処理セ

ンターまでご連絡いただき、「住所・氏名変更届」を取り寄

せてください。※下記ホームページから様式をダウンロー

ドすることもできます。 

◎必要書類 

▶ 住所・氏名変更届 

▶ 住民票原本（世帯全員分、マイナンバー不要、 

届出時点から 3か月以内に発行のもの） 

※住所変更の場合は、新しい住所（転居先）の住民票原本、

氏名変更の場合は、新しい氏名の住民票原本が必要になり

ます。 
 

作成した「住所・氏名変更届」と住民票原本を、岡山県社会福祉協議会 償還事務処理

センターに送付（提出）してください。 

 

○住所・氏名変更届（様式）のダウンロードについて 
 

(1) 検索サイトから「岡山県社会福祉協議会」と入力し、検索してください。 

  

(2) 岡山県社会福祉協議会のホームページを開き、トップページ上部にある 

「岡山県社会福祉協議会 償還事務処理センターのご案内」のバナーをクリック 

してください。 

 

(3) 償還事務処理センタートップページ下部にある、 
 

○借受人の住所・氏名に変更があった場合 

⇒「住所・氏名変更届(特例貸付用)」 
 

○借受人の方が亡くなられた場合 

⇒「死亡届(特例貸付用)」 
 

をクリックしてダウンロードすることができます。 

様式：住所・氏名等変更届 

岡山県社会福祉協議会 

ホームページＱＲコード 
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４．市町村社会福祉協議会のご案内・連絡先一覧 

 

特例貸付のお金を借りたけど、 

生活がうまくいかない・・・。 

介護、障害、子育てなどの 

支援で解決できることがあるか

もしれません。 

一人で悩まないで、 

まずは相談してみませんか？ 
 

社会福祉協議会では、誰もが安心して、住み慣れた地域で、 

その人らしい自立した生活が送れる福祉のまちづくりを目指しています。 
 

社会福祉協議会ではできないことも、 

関係支援機関等へつないだり、 

連携して相談対応や支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※次頁に連絡先の一覧表があります。 

相談窓口 お住まいの市町村にある社会福祉協議会 

介護 
障害 ⼦育て 

福祉 
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NO
社
協
名

郵
便

番
号

住
所

１
住
所
２

電
話
番
号

1
岡

山
市

岡
山
市
社
会
福
祉
協
議
会

70
0
-8
54
6

岡
山

市
北

区
鹿

田
町

1-
1-
1

岡
山
市
保
健
福
祉
会
館
内

0
7
0
-
4
4
4
2
-
5
9
8
0

0
7
0
-
3
9
9
6
-
1
9
5
0

倉
敷
市
社
会
福
祉
協
議
会

71
0-
08
34

倉
敷

市
笹

沖
18
0

く
ら
し
き
健
康
福
祉
プ
ラ
ザ
内

0
8
6
-
4
3
4
-
3
3
0
1

倉
敷
市
社
会
福
祉
協
議
会
　
水
島

事
務

所
71
2-
80
62

倉
敷

市
水

島
北

幸
町

1-
1

水
島
支
所
内

0
8
6
-
4
4
6
-
1
9
0
0

倉
敷
市
社
会
福
祉
協
議
会
　
児
島

事
務

所
71
1-
09
12

倉
敷

市
児

島
小

川
町

36
81
-3

児
島
支
所
内

0
8
6
-
4
7
3
-
1
1
2
8

倉
敷
市
社
会
福
祉
協
議
会
　
玉
島

事
務

所
71
3-
81
21

倉
敷

市
玉

島
阿

賀
崎

1-
1-
1

玉
島
支
所
内

0
8
6
-
5
2
2
-
8
1
3
7

倉
敷
市
社
会
福
祉
協
議
会
　
真
備

事
務

所
71
0-
13
01

倉
敷

市
真

備
町

箭
田

11
61
-1

真
備
保
健
福
祉
会
館
内

0
8
6
-
6
9
8
-
4
8
8
3

3
津

山
市

津
山
市
社
会
福
祉
協
議
会

70
8
-0
00
4

津
山

市
山

北
52
0

津
山
市
総
合
福
祉
会
館
内

0
8
6
8
-
2
3
-
5
1
3
0

4
玉

野
市

玉
野
市
社
会
福
祉
協
議
会

70
6
-0
00
1

玉
野

市
田

井
5-
22
-1

玉
野
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
内

0
8
6
3
-
3
1
-
5
6
0
1

5
笠

岡
市

笠
岡
市
社
会
福
祉
協
議
会

71
4
-0
09
8

笠
岡

市
十

一
番

町
15

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
内

0
8
6
5
-
6
2
-
3
5
0
7

6
井

原
市

井
原
市
社
会
福
祉
協
議
会

71
5
-0
01
9

井
原

市
井

原
町

11
10

井
原
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
内

0
8
6
6
-
6
2
-
1
4
8
4

7
総

社
市

総
社
市
社
会
福
祉
協
議
会

71
9
-1
13
1

総
社

市
中

央
1-
1-
3

総
社
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
内

0
8
6
6
-
9
2
-
8
5
5
5

8
高

梁
市

高
梁
市
社
会
福
祉
協
議
会

71
6
-0
02
9

高
梁

市
向

町
21
-3

高
梁
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
内

0
8
6
6
-
2
2
-
7
2
4
3

9
新

見
市

新
見
市
社
会
福
祉
協
議
会

71
8
-0
01
6

新
見

市
金

谷
64
0-
1

新
見
市
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
内

0
8
6
7
-
7
2
-
7
3
0
6

10
備

前
市

備
前
市
社
会
福
祉
協
議
会

70
5-
00
22

備
前

市
東

片
上

12
6番

地
備
前
市
役
所
2
階

0
8
6
9
-
6
4
-
3
0
3
3

11
瀬

戸
内

市
瀬

戸
内
市
社
会
福
祉
協
議
会

70
1-
42
46

瀬
戸

内
市

邑
久

町
山

田
庄

86
2-
1

瀬
戸
内
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
内

0
8
6
9
-
2
2
-
2
9
4
0

12
赤

磐
市

赤
磐
市
社
会
福
祉
協
議
会

赤
磐
市
く
ら
し
・
し
ご
と
応
援
セ

ン
タ

ー
「

あ
す
て
ら
す
」

70
9
-0
89
8

赤
磐

市
下

市
34
4

赤
磐
市
社
会
福
祉
事
務
所
内

0
8
6
-
9
5
5
-
5
5
0
0

13
真

庭
市

真
庭
市
社
会
福
祉
協
議
会

71
9-
32
01

真
庭

市
久

世
29
28

久
世
保
健
福
祉
会
館
1
階

0
8
6
7
-
4
2
-
1
0
0
5

14
美

作
市

美
作
市
社
会
福
祉
協
議
会

70
7-
00
14

美
作

市
北

山
39
0-
2

0
8
6
8
-
7
3
-
0
3
3
0

15
浅

口
市

浅
口
市
社
会
福
祉
協
議
会

71
9-
02
43

浅
口

市
鴨

方
町

鴨
方

73
0
8
6
5
-
4
4
-
7
7
4
4

16
和

気
町

和
気
町
社
会
福
祉
協
議
会

70
9-
04
95

和
気

郡
和

気
町

尺
所

55
5

和
気
町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
内

0
8
6
9
-
9
3
-
2
0
0
2

17
早

島
町

早
島
町
社
会
福
祉
協
議
会

70
1-
03
03

都
窪

郡
早

島
町

前
潟

24
9-
1

地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
オ
ア
シ
ス
早
島
」
内

0
8
6
-
4
8
2
-
3
0
0
0

18
里

庄
町

里
庄
町
社
会
福
祉
協
議
会

71
9-
03
01

浅
口

郡
里

庄
町

大
字

里
見

11
07
-2

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
内

0
8
6
5
-
6
4
-
7
2
1
8

19
矢

掛
町

矢
掛
町
社
会
福
祉
協
議
会

71
4-
12
01

小
田

郡
矢

掛
町

矢
掛

30
16
-1

農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
内

0
8
6
6
-
8
2
-
0
8
4
8

20
新

庄
村

新
庄
村
社
会
福
祉
協
議
会

71
7-
02
01

真
庭

郡
新

庄
村

19
98
-1

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
内

0
8
6
7
-
5
6
-
2
0
0
1

21
鏡

野
町

鏡
野
町
社
会
福
祉
協
議
会

70
8-
03
33

苫
田

郡
鏡

野
町

古
川

43
9-
1

鏡
野
町
福
祉
セ
ン
タ
ー
内

0
8
6
8
-
5
4
-
1
2
4
3

22
勝

央
町

勝
央
町
社
会
福
祉
協
議
会

70
9-
43
34

勝
田

郡
勝

央
町

平
24
2-
1

勝
央
町
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内

0
8
6
8
-
3
8
-
2
1
6
0

23
奈

義
町

奈
義
町
社
会
福
祉
協
議
会

70
8-
13
23

勝
田

郡
奈

義
町

豊
沢

32
7-
1

保
健
相
談
セ
ン
タ
ー
内

0
8
6
8
-
3
6
-
6
3
6
3

24
西

粟
倉

村
西

粟
倉
村
社
会
福
祉
協
議
会

70
7-
05
03

英
田

郡
西

粟
倉

村
影

石
95
－

3
0
8
6
8
-
7
9
-
2
5
6
1

25
久

米
南

町
久

米
南
町
社
会
福
祉
協
議
会

70
9-
36
14

久
米

郡
久

米
南

町
下

弓
削

51
5-
1

保
健
・
福
祉
セ
ン
タ
ー
内

0
8
6
-
7
2
8
-
2
0
0
0

26
美

咲
町

美
咲
町
社
会
福
祉
協
議
会

70
9-
37
17

久
米

郡
美

咲
町

原
田

31
08
-1
0

美
咲
町
中
央
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
内

0
8
6
8
-
6
6
-
2
9
4
0

27
吉

備
中

央
町

吉
備
中
央
町
社
会
福
祉
協
議
会

71
6-
11
22

加
賀

郡
吉

備
中

央
町

竹
荘

54
1

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
し
ら
さ
ぎ
内

0
8
6
6
-
5
4
-
1
8
1
8

岡
山
県
内
の
市
町
村
社
会
福
祉
協
議
会

一
覧

2
倉

敷
市

2
0
2
2
.
4
.
1
時
点
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【令和 4年度】            

５．自立相談支援機関のご案内・連絡先一覧 

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け 

生活にお悩みの皆さまへ 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、収入が減ってしまい、家計が苦

しいなど、生活のことでお悩みはありませんか? 

お住まいの市町村では相談窓口を設け、日々の生活のこと、仕事のことな

ど、専門の相談員がお話を聞かせていただきながら、解決に向けた提案や、

解決までのお手伝いをします。 

 おひとりで抱え込まずに、どのようなことでも結構ですので、まずはお話

をお聞かせください。相談は無料です。 

 

 

 
※次頁に連絡先の一覧表があります。 

お金、仕事、住宅など、生活に関する相談窓口 

自立に向けたサポートをする自立相談支援機関のご案内 

生活 

家計 

就労 

債務 

住居 
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お
住

ま
い

の
自

治
体

相
談
窓
口

郵
便

番
号

住
所

電
話
番
号

F
A
X
番

号
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

岡
山

市
岡

山
市

寄
り

添
い

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
（
岡
山
市
社
会
福
祉
協
議

会
）

70
0
-0

9
13

岡
山

市
北

区
大

供
三

丁
目

1
番

1
8
号

　
K
S
B
会

館
4
階

08
00
-2
00
-8
73
0

08
6-
22
2-
86
21

yo
ri
so
i8
73
0@
mx
36
.t
ik
i.
ne
.j
p

倉
敷

市
倉

敷
市

生
活

自
立

相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
社
会
福
祉
法
人
　
め

や
す

箱
）

71
0
-0

0
55

倉
敷

市
阿

知
1
丁

目
7
番

2
-
8
0
4
-
2
号

 
く

ら
し

き
ｼ
ﾃ
ｨ
ﾌ
ﾟ
ﾗ
ｻ
ﾞ
西

ﾋ
ﾞ
ﾙ
8
階

08
6-
42
7-
12
88

08
6-
42
7-
12
44

ku
ra
si
ki
ji
ri
tu
@m
br
.s
ph
er
e.
ne
.j
p

津
山

市
津

山
市

自
立

相
談

支
援
セ
ン
タ
ー

70
8
-0

0
04

津
山

市
山

北
5
2
0

08
68
-3
2-
21
33

08
68
-3
2-
21
53

玉
野

市
玉

野
市

生
活

支
援

相
談
窓
口

70
6
-0

0
11

玉
野

市
宇

野
1
丁

目
2
7
番

1
号

08
63
-3
2-
55
64

08
63
-3
1-
91
79

se
ik
at
su
sh
ie
n@
ci
ty
.t
am
an
o.
lg
.j
p

笠
岡

市
笠

岡
市

生
活

総
合

支
援
セ
ン
タ
ー

71
4
-0

0
81

笠
岡

市
笠

岡
1
8
6
6
-
1

08
65
-6
9-
20
15

08
65
-6
9-
21
82

井
原

市
井

原
市

福
祉

課
生

活
福
祉
係

71
5
-0

0
19

井
原

市
井

原
町

3
1
1
番

地
1

08
66
-6
2-
95
26

08
66
-6
2-
93
10

fu
ku
sh
i@
ci
ty
.i
ba
ra
.l
g.
jp

総
社

市
総

社
市

生
活

困
窮

支
援
セ
ン
タ
ー
（
総
社
市
社
会
福
祉
協
議
会

）
71

9
-1

1
31

総
社

市
中

央
1
丁

目
1
番

3
号

08
66
-9
2-
83
74

08
66
-9
2-
82
84

sh
ie
n@
so
ja
sy
ak
yo
.o
r.
jp

高
梁

市
高

梁
市

生
活

あ
ん

し
ん
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
（
高
梁
市
社
会
福

祉
協

議
会

）
71

6
-0

0
29

高
梁

市
向

町
2
1
番

地
3

08
66
-2
2-
91
11

08
66
-2
2-
08
45

so
ud
an
@t
ak
ah
as
hi
-s
ha
ky
o.
jp

新
見

市
新

見
市

生
活

相
談

支
援
セ
ン
タ
ー
（
新
見
市
社
会
福
祉
協
議
会

）
71

8
-0

0
16

新
見

市
金

谷
6
4
0
-
1

08
67
-8
8-
65
88

08
67
-7
1-
20
88

備
前

市
備

前
市

福
祉

事
務

所
70

5
-0

0
22

備
前

市
東

片
上

1
2
6

08
69
-6
4-
18
26

08
69
-6
4-
18
47

瀬
戸

内
市

瀬
戸

内
市

生
活

相
談

支
援
セ
ン
タ
ー
（
瀬
戸
内
市
社
会
福
祉
協
議

会
）

70
1
-4

2
46

瀬
戸

内
市

邑
久

町
山

田
庄

8
6
2
-
1

08
69
-2
4-
77
14

08
69
-2
2-
18
50

li
fe
@s
et
ou
ch
is
ya
ky
o.
or
.j
p

赤
磐

市
赤

磐
市

く
ら

し
・

し
ご
と
応
援
セ
ン
タ
ー
あ
す
て
ら
す

（
赤

磐
市

社
会

福
祉
協
議
会
）

70
9
-0

8
16

赤
磐

市
下

市
3
4
4

08
6-
95
5-
05
52

08
6-
95
5-
55
00

ak
ai
wa
as
ut
er
as
u@
bl
ue
.o
cn
.n
e.
jp

真
庭

市
真

庭
市

生
活

自
立

支
援
セ
ン
タ
ー

71
9
-3

2
01

真
庭

市
久

世
2
9
2
7
-
2

08
67
-4
2-
15
81

08
67
-4
2-
13
69

美
作

市
美

作
市

総
合

相
談

支
援
セ
ン
タ
ー

70
7
-0

0
14

美
作

市
北

山
3
9
0
-
2

08
68
-7
5-
03
30

08
68
-7
2-
77
02

美
作

市
美

作
市

大
原

・
東

粟
倉
・
作
東
地
域
生
活
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー

（
美

作
市

社
会

福
祉
協
議
会
）

70
9
-4

2
34

美
作

市
江

見
2
8
0

08
68
-7
5-
26
22

08
68
-7
5-
70
81

浅
口

市
浅

口
市

福
祉

事
務

所
71

9
-0

2
43

浅
口

市
鴨

方
町

鴨
方

2
2
4
4
-
2
6

08
65
-4
4-
70
07

08
65
-4
4-
71
10

西
粟

倉
村

西
粟

倉
村

福
祉

事
務

所
70

7
-0

5
03

英
田

郡
西

粟
倉

村
影

石
9
5
-
3

08
68
-7
9-
71
00

08
68
-7
9-
71
01

美
咲

町
美

咲
町

社
会

福
祉

協
議
会
自
立
相
談
支
援
窓
口

70
9
-3

7
17

美
咲

町
原

田
2
1
5
0
番

地
 
美

咲
町

中
央

保
健

セ
ン

タ
ー

内
08
68
-6
6-
09
70

08
68
-6
6-
71
33

m-
sy
ak
yo
-k
en
ri
@c
ye
rr
y.
ne
t

新
庄

村
新

庄
村

住
民

福
祉

課
71

7
-0

2
01

真
庭

郡
新

庄
町

2
0
0
8
-
1

08
67
-5
6-
26
46

08
67
-5
6-
70
44

備
前

県
民

局
福

祉
振

興
課
（
※
和
気
町
、
吉
備
中
央
町
に
お
住

ま
い

の
方

）
70

3
-8

2
78

岡
山

市
中

区
古

京
町

1
-
1
-
1
7

08
6-
27
2-
39
67

08
6-
27
2-
26
61

備
中

県
民

局
福

祉
振

興
課

（
※

早
島

町
、

里
庄

町
、
矢
掛
町
に
お
住
ま
い
の
方
）

71
0
-0

0
43

倉
敷

市
羽

島
1
0
8
3

08
6-
43
4-
70
55

08
6-
42
5-
19
41

美
作

県
民

局
福

祉
振

興
課

（
※

鏡
野

町
、

勝
央

町
、
奈
義
町
、
久
米
南
町
に
お
住
ま
い
の

方
）

70
8
-0

0
51

津
山

市
椿

高
下

1
1
4

08
68
-2
3-
12
93

08
68
-2
3-
61
29

上
記

以
外

の
町

村
（

岡
山

県
）

岡
山
県
　
自
立
相
談
支
援
機
関
　
相
談
窓
口
一
覧
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【令和 4年度】            

６．留意事項 

 

【書類の提出について】 

○口座振替依頼書等の書類において、温度変化によりインキが無色になる特殊な 

 性質を持ったインキを搭載するボールペン等は、使用しないでください。 

（例：フリクションインキを搭載したボールペン等） 

 

【償還開始のお知らせ通知について】 

○償還開始のお知らせ通知（本案内）と行き違いで、償還（返済）完了、償還免除決 

定がなされた場合については、ご容赦ください。 

 

７．預金口座振替依頼書の返送（提出）期限日 

 

 償還（返済）方法を口座振替にする場合は、「預金口座振替依頼書」に記入・押印いた

だき、以下の期日までに返信用封筒により返送（提出）願います。 

 

 

８．お問い合わせ先 

 

○貸付金の償還（返済）に関すること 

○償還免除に関すること 

その他、お聞きになりたいことがありましたら、下記までご連絡ください。 

 

岡山県社会福祉協議会 償還事務処理センター 

ＴＥＬ．０５０‐５５２６‐９４７９  

受付時間：９：００～１７：００（平日） 

 

 

 

預金口座振替依頼書の返送（提出）期限日 

令和４年１１月１４日（月） 
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